
資料６
砺波地域障害者自立支援協議会ネットワーク体制変更案

（参加者版）

現　　行 変更案

砺波地域障害者自立支援協議会

全 体 会

・１学識経験者・３企業関係者・３保健医療関

係者・２教育雇用関係者・１福祉関係団体・１

民生委員児童委員・２障害者関係団体・３障害

福祉サービス事業者・３市課長・５指定相談支

援事業者・基幹

（運営：□□□□□□□□事務局担当市）

幹 事 会

・２厚生センター・３市課長及び担当者担

者・基幹・５一般相談支援事業者・３専門

部会長

（運営：事務局担当市□□□□□□）

定例支援会議

・３市担当者・基幹・５一般相談支援事業者・

３専門部会長

（運営：相談支援事業者）

専門部会

障害児部会

（庶務：相談支援事業者）

就労支援部会

（庶務：相談支援事業者）

地域生活支援部会

（庶務：相談支援事業者）

相談支援ワーキング

・５一般相談支援事業者・３市障害福祉担当者・３市社

会福祉協議会

（運営、庶務：相談支援事業者）

当事者委員会

・障害者団体代表者・□□□・基幹・５一般

相談支援事業者

（庶務：相談支援事業者）

権利擁護・虐待防止委員会

・２厚生センター・３市障害福祉担当者

□□□□・□□□□□□□□□□□・３市社

会福祉協議会・基幹・５一般相談支援事業者

（庶務：相談支援事業者）

障害者差別解消支援委員会
（砺波地域差別解消支援協議会）

・行政（３市）・基幹・相談支援事業所・当事者・家族

会・学識経験者・権利擁護関係・雇用関係・社会福祉協

議会・厚生センター・教育関係者

（運営□□□：事務局担当市）

個別支援会議

砺波地域障害者自立支援協議会

運営会議

・２厚生センター・３市課長及び担当者・

基幹・５一般相談支援事業者・３専門部会

長

（運営：事務局担当市、庶務：基幹）

当事者委員会

・障害者団体代表者・当事者・基幹・

５一般相談支援事業者

（庶務：相談支援事業所）

権利擁護・虐待防止委員会

・２厚生センター・３市障害者虐待防

止センター・となみ野成年後見福祉

会・３市社会福祉協議会・基幹・５一

般相談支援事業者

（庶務：基幹）

個別支援会議

砺波市 小矢部 南砺市

本 会 議

・１学識経験者・３企業関係者・３保健医療

関係者・２教育雇用関係者・１福祉関係団

体・１民生委員児童委員・２障害者関係団

体・３障害福祉サービス事業者・□□□□・

５指定相談支援事業者・□□

（運営：３市課長、庶務：事務局担当市）

専門部会

障害児部会

（庶務：相談支援事業者）

就労支援部会

（庶務：相談支援事業者）

地域生活支援部会

（庶務：相談支援事業者）

連絡会

相談支援事業所連絡会

（庶務：基幹）

サービス事業所連絡会

（庶務：基幹）

障害者差別解消支援委員会
（砺波地域差別解消支援協議会）

・行政（３市）・基幹・相談支援事業所・当事者・家族

会・学識経験者・権利擁護関係・雇用関係・社会福祉協議

会・厚生センター・教育関係者

（運営、庶務：事務局担当市）
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砺波地域障害者自立支援協議会ネットワーク体制変更案
（所掌事項版）

現　　行 変更案

砺波地域障害者自立支援協議会

全 体 会

(1) 相談支援事業の運営評価に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク機構に関すること。

(4) 障害者差別解消支援地域協議会に関すること。

(5) その他協議会が必要と認めた事項に関すること。

幹 事 会

定例支援会議

専門部会

障害児部会

(1) 障害児等に係る課題の共有及び解決に関すること。

(2) 障害児等の支援の連携に関すること。

(3) 医療的ケア児の協議の場に関すること。

(4) その他

就労支援部会

(1) 障害者等の就労に係る課題の共有及び解決に関すること。

(2) 障害者等の就労の支援の連携に関すること。

(3) その他

地域生活支援部会

(1) 障害者等に係る地域生活課題の解決に関すること。

(2) 地域生活支援ネットワークの整備に関すること。

(3) その他

相談支援ワーキング

(1) 当事者委員会に関すること。

(2) 権利擁護・虐待防止委員会に関すること。

(3) 地域移行支援に関すること。

(4) その他

当事者委員会

権利擁護・虐待防止委員会

障害者差別解消支援委員会
（砺波地域差別解消支援協議会）

(1) 地域における障害を理由とする差別に関する事例の収集及び

関係機関での共有

(2) 障害者差別解消に資する取組の共有・周知

(3) 障害理解のための研修・啓発

個別支援会議

砺波地域障害者自立支援協議会

運営会議

(1) 専門部会や本会議から提案される地域課題や、３市の福祉担当課が把握した課題などを協議し、協議会とし

てどのように取り扱うかを決定する。

(2) 地域課題の解決に向けた方向性や取り組み等を決定する。

(3) 提案された地域課題の解決に取り組む専門部会等を選定する。

(4) 専門部会等での検討事項等を調整する。

(5) 新たな専門部会等の設置の判断と部会員等の選定を行う。

(6) 専門部会等の達成目標と終了期限を設定する。

(7) 専門部会等での課題検討、取り組み状況の進捗を管理する。

(8) 地域課題の取り扱い全体を管理し、課題の解決、又は一旦の終結、今後の取り組みの必要性等を判断する。

(9) 協議会全体の活動を常に評価し、そのあり方を検討し、運営体制の改善を行う。

当事者委員会

(1) 砺波地域で生活する障害者等の思いや意見の把握に関すること。

(2) 当事者の意見等を発表する場に関すること。

(3) その他

権利擁護・虐待防止委員会

(1) 砺波地域の権利擁護や虐待に関する情報の共有に関すること。

(2) 砺波地域の権利擁護や虐待に関する地域課題の把握に関すること。

(3) その他

個別支援会議

砺波市 小矢部市 南砺市

本 会 議

(1) 障害者等の支援及び障害福祉サービスの提供における地域課題の把握及び解決策の検討並びに施策提言等に関すること。

(2) 障害者等の支援における困難事例の共有及び解決策の検討に関すること。

(3) 関係機関の連絡調整及び連携等のネットワークの構築に関すること。

(4) 関係機関や支援者の研修の企画及び運営に関すること。

(5) 相談支援を行う事業者の中立性及び公平性を確保するための委託相談支援事業及びサービス利用計画の運営評価に関すること。

(6) 障害者の権利擁護に関すること。

(7) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく障害者差別解消支援地域協議会に関すること。

(8) その他砺波地域及び協議会が必要と認めた事項に関すること。

専門部会

(1) 地域において生じている課題を分析・抽出し、地域課題として幹事会に提案する。

(2) 協議会から与えられた課題や専門部会として抽出する課題について、期限を定めて調査・議論を重ね、課題解

決のための調査研究や施策提案等の具体的な結果を幹事会へ報告する。

(3) 地域課題への対応として、部会員個々、又は複数の部会員の連携により実施が可能な取り組みは、必要に応じ

て部会として活動する。

(4) 地域課題の調査・研究のための知識を学ぶ勉強会を開催する。

(5) 障害福祉計画策定過程における計画内容への提言を幹事会に提案する。

(6) 地域課題の対応策から見えてくる行政施策を幹事会に提案する。

障害児部会

(1) 障害児等に係る地域課題の抽出及び解決のための調査研究及び施策提案等に関すること。

(2) 障害児等の支援の連携に関すること。

(3) 医療的ケア児支援の関係機関による協議の場に関すること。

(4) 障害児(医療的ケア児を含む)の支援の推進に資する取り組みの実施に関すること。

(5) その他

就労支援部会

(1) 障害者等の就労に係る地域課題の抽出及び解決のための調査研究及び施策提案等に関すること。

(2) 障害者等の就労の支援の連携に関すること。

(3) 障害者の就労推進に資する取り組みの実施に関すること。

(4) その他

地域生活支援部会

(1) 障害者等の地域生活に係る課題の抽出及び解決のための調査研究及び施策提案等に関すること。

(2) 障害者等の地域生活の支援の連携に関すること。

(3) 障害者の地域生活の支援に資する取り組みの実施に関すること。

(4) その他

連絡会

相談支援事業所連絡会

(1) 相談支援事業におけるニーズから見える地域課題や対応

の現状の収集に関すること。

(2) 地域課題解決のための調査研究及び施策提案等に関する

こと。

(3) 困難事例の検討に関すること。

(4) 相談支援専門員の資質向上に関すること。

(5) その他

サービス事業所連絡会

(1) 障害福祉サービスの提供に関する活動内容の共有や課題

把握に関すること。

(2) 現場職員等の資質向上に関すること。

(3) その他

障害者差別解消支援委員会
（砺波地域差別解消支援協議会）

(1) 地域における障害を理由とする差別に関する事例の収集及び関係機関での共有

(2) 障害者差別解消に資する取組の共有・周知

(3) 障害理解のための研修・啓発
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